
上砂川町罹災証明書等交付要綱 

 

制定 令和 2 年 7 月 15日 

改正 令和 3 年 1 月 8 日 

改正 令和 3 年 8 月 18日 

           

（目 的） 

第１条 この要綱は、町長が、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第90条の2第1項

の規定に基づき本町の区域内で発生した災害（（火災を除く。）をいう。以下同じ。）

によって生じた被害に係る証明書を交付することに関し、必要事項を定めるものとす

る。 

２ 火災による罹災の証明書については、砂川地区広域消防組合上砂川支署に対して申請

し、交付を受けるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）災害 災害対策基本法第2条第1項第1号に規定する自然現象をいう。 

（２）住家 現実に居住のため使用している建築物をいう。社会通念上の住家であるかど

うかは問わない。 

（３）非住家 事業所など、住家以外の建築物をいう。 

 

（証明書の対象） 

第３条 町長が交付する罹災証明書は、町内で発生した災害によって被災した者からの申

請に基づき、当該災害に起因する住家又は非住家の被害の程度を証明するものである。 

２ 次に掲げる被害については、罹災証明書の交付を行わない。 

（１）人的災害 

（２）自動車、家財、その他動産に生じた被害 

（３）塀、門柱、門扉等建物に付随する外構に生じた被害 

（４）前3号に掲げるもののほか、町長が災害による被害の程度を証明することが適切で

はないと認めるもの 

 

（証明書の種類） 

第４条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）罹災証明書 

   災害による住家等の被害について、確実な証拠により、その事実を町が確認できる 

場合に限り、被害の程度について証明するもの 
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（２）罹災届出証明書 

   罹災証明書の発行を申請したことを証明するもの 

  

（証明書の申請） 

第５条 前条の証明書の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、罹災証

明書等交付申請書（様式第1号）に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければな

らない。 

（１）罹災状況が確認できる写真 

（２）罹災物件の位置がわかる図画 

（３）その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請の期限は、罹災した翌日から３０日以内（罹災した日は不算入

とする。）とする。 

３ 申請者（次項の規定による代理人による申請の場合は代理人）は、運転免許証、個人

番号カード、旅券及び保険証その他本人であることを示す書類を提示しなければならな

い。 

４ 証明書の申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は

委任状（様式第2号）を提出しなければならない。だだし、申請者の同居の親族が代理

人の場合は、これを省略することができる。 

５ 第１項、第２項及び第３項に定める事項について、町長が真にやむを得ない事情があ

ると認めたときは、この限りではない。 

 

（被害状況の調査） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、「災害に係る住家の被害認定基

準運用指針」（令和3年3月）の記載内容に基づき、当該建物の被害状況を調査しなけれ

ばならない。 

 

（証明書の交付） 

第７条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、第6条の規定による調査の結果

に基づき、当該建物に生じた被害の程度が別表の被害認定基準のいずれかに該当するか

を認識した上でその結果を罹災証明書（様式第3号）に記載して申請者に交付するもの

とする。 

２ 町長は、第5条に規定する罹災証明書の交付を申請する者で要望があった場合は、罹

災届出証明書（様式第4号）に記載して申請者に交付するものとする。 

 

（罹災証明書の交付の特例） 

第８条 前条第1項の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式の証

明をもって前条第1項の交付に代えることができる。 
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（証明事項） 

第９条 証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害額については証明しな

いものとする。 

 

（再調査） 

第10条 第７条第１項の規定により、罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書に

より証明された罹災の程度について、相当の理由を持って修正を求めるときは、町長に

対し、再調査を申請することができる。 

 

（手数料） 

第11条 第7条に規定する証明書の交付に係る手数料は無料とする。 

 

（罹災証明書等交付簿） 

第12条 町長は、第7条の規定による証明書を交付するときは、罹災証明書等交付簿（様

式第5号）に所要事項を記載するものとする。 

 

（補 足） 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和2年7月15日より施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和3年1月8日より施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和3年8月18日より施行する。 
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別表（第 7条関連） 

被害認定基準 

 
 備 考 

 １ この表は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（令和 3年 3月）に基づくも

のである。 

 ２ この表において「損害」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化

を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をい

う。 

 ３ この表において「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたも

のであって、住家の一部として固定された設備を含む。 

 ４ 非住家については、この表に定める被害認定基準に準じて認定を行うものとする。 
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様式第 1号（第５条関連） 
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様式第２号（第５条関連） 

 

委 任 状 

 

上砂川町長 様 

 

（代理人） 

住  所                            

 

氏  名                            

 

私は、上記の者を代理人と定め、 

□罹災証明書又は罹災届出証明書の申請 

□罹災証明書又は罹災届出証明書の受領 

に関する権限を委任します。 

 

    年  月  日 

 

（委任者） 

住  所                            

 

 

氏  名                            

 

 

※記入する全ての項目は，委任する本人がご記入ください。 
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様式第３号（第７条関連） 
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様式第４号（第７条関連） 

 

 

 

 

-8- 



様式第５号（第 12 条関連） 
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